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   生 涯 学 習 課 長　　　　照井　智子 

説 明 の た め   文化財保護課長　　　　太田　国男 

出 席 し た 者 　図 書 館 長　　　　中澤　晃 

　中 央 公 民 館 長　　　　須田　佳匡 

　伊香保公民館長　　　　山田　健司 

　小野上公民館長　　　　新保　悟志 

　子 持 公 民 館 長　　　　中島　政普 

  北 橘 公 民 館 長　　　　仲澤　隆 

  美 術 館 長　　　　山賀　真奈美 

  こども支援課長　　　　野中　文子 

　スポーツ課長　　　　　 関口　俊也

 　１　会議録署名委員の指名 

会議に付した 　２　前回会議録の承認について 

議 件 　３　教育長報告 

　４　会議に付議すべき事件 

議案第３号　渋川市事務分掌条例の一部改正の議案に関

 する意見について



議案第４号　渋川市スポーツ推進審議会条例及び渋川市

体育施設条例の一部改正の議案に関する意

 見について

議案第５号　渋川市ふれあいセンター条例施行規則の一

 部を改正する規則について

議案第６号　渋川市立認定こども園条例の一部を改正す

 る条例の渋川市長への申出について

議案第７号　渋川市立小中学校適正規模・適正配置基本

 方針の策定について

議案第８号　令和８年３月渋川市議会定例会提出予定議

案(予算)の作成に対する意見について 

 

閉　会　　　　　　　　　　　　午後３時０５分

 日程第１　　開会宣言 

教育長 　ただいまから２月定例教育委員会を開会いたします。 

 　本日の出席者は４人で、会議は成立しました。 

　本日の会議は、会議日程により進めます。

 日程第２　　会議録署名委員の指名について 

 　渋川市教育委員会会議規則第１４条第３項の規定により、

教育長及び都橋職務代理者を指名します。

 日程第３　　前回会議録の承認について 

 　前回会議録の承認についてを議題といたします。記載の

とおり承認することに異議ございませんか。

　（異議なしの声）

教育長 　異議なしと認めます。よって、前回会議録は承認されま

した。

 日程第４　　教育長報告 

 　　※　次の事項について内容を説明した。 

 １月３１日　　渋川バンドフェスティバル

 ２月　３日　　総合教育会議

 ２月　３日    研究所修了式・教育実践記録表彰式



 ２月　４日　　コミュニティスクール連絡協議会

 ２月１２日　　令和８年度予算内示会

 ２月１５日　　部活動地域展開シンポジウム

 ２月１７日　　上三原田歌舞伎舞台実行委員会

２月１８日　　渋川郷土史研究会・企画展

 日程第５　　会議に付議すべき事件 

教育長 　議事に入ります。

　議案第３号　渋川市事務分掌条例の一部改正の議案に関

する意見についてを議題といたします。提案理由及び説明

を求めます。

教育総務課長 　※　議案第３号の内容を説明する。

教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第３号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第３号は原案のとおり

  可決されました。

 　以上で議案第３号を終わりにいたします。 

 

　議案第４号　渋川市スポーツ推進審議会条例及び渋川市

体育施設条例の一部改正の議案に関する意見についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

スポーツ課長 　※　議案第４号の内容を説明する。

教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。



質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第４号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

都橋職務代理 　説明のとおりスポーツ課が教育委員会に移るということ

 になりました。教育委員会としてはこれを了解ということ

ですね。それならば進めて下さい。

教育長 　質疑を終結致します。よって議案第４号の採決を行いま

 す。     

  　 （異議なしの声）

 　 

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第４号は原案のとおり

 可決されました。

　以上で議案第４号を終わりにいたします。 

 

　議案第５号　渋川市ふれあいセンター条例施行規則の一

部を改正する規則についてを議題といたします。提案理由

及び説明を求めます。

中央公民館長 　※　議案第５号の内容を説明する。

教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。

 　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第５号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第５号は原案のとおり



  可決されました。

 　以上で議案第５号を終わりにいたします。 

 

　議案第６号　渋川市立認定こども園条例の一部を改正す

る条例の渋川市長への申出についてを議題といたします。

提案理由及び説明を求めます。

こども支援課長 　※　議案第６号の内容を説明する。

教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第６号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第６号は原案のとおり

  可決されました。

 　以上で議案第６号を終わりにいたします。 

  

　議案第７号　渋川市立小中学校適正規模・適正配置基本

方針の策定についてを議題といたします。提案理由及び説

明を求めます。

教育総務課長 　※　議案第７号の内容を説明する。

教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第７号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。



　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第７号は原案のとおり

  可決されました。

 　以上で議案第７号を終わりにいたします。 

  

　議案第８号　令和８年３月渋川市議会定例会提出予定議

案(予算)の作成に対する意見についてを議題といたしま

す。提案理由及び説明を求めます。

教育部長 　※　議案第８号の内容を説明する。

教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。

質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第８号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第８号は原案のとおり

  可決されました。

 　以上で議案第８号を終わりにいたします。 

  

 　本日予定していた議案の審議はすべて終了しました。　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後３時０５分

署　名 

 

 

 

　　　　　　　　　　書　記 


